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食品の安全性評価をめく
｀
る問題

佐々木 毅
*

愛媛大学晨学部門属農場長 熊 ブト清雄教授から公開講座のテーマは未定だが、食ぷ1の、特に加工食

|lr,の危険性について講演を依頼された。私は1貞ちに、食品の安全性はどのように評価されているかな

ら私の劇
‖
Jとも関連 しているのでお」1受けするということになった。その後、「農 ・食そ して地球環

境を考えるJと いうテーマで公開講座の受講liが募集され、その前書きに中の一部に 「いま、農と食

とそして人|1町の生存基盤である地球環境が、人類の子によって企められ、脅かされているJと あり請

演をづ|き受けたことを、いささか場違いの人選と危快 した。

というのは、かな り以前からであるが、とくに加工食品にたいして 「危険な食品Jと いった科学的

根拠なしに誹訪する論調があることについて苫々しく思っていたからである。

地球環境を
′、1をることの重要性はもとより承知である。 しかし、時 として、この運動の中には単純

に、たとえば、農業に、化学肥料とか農案を使用するのはあたかも害悪で、肥料とか農薬を製造する

企業、あるいはこれらの,F究者も非難の対象に挙げられることも知っている。また、加工食品中の食

品添加物は諸忠の根源で、ガンやほかの様々な疾病の原因であると信ず る人が多いことも知 ってい

る。

央たしてそうなのであろうか。農業を例にとると、化学肥料も農薬も使用しない有機農法による農

作物に期待が集まっているが、これだけで農業がやっていけるのか、また、現代の食品産業はいかが

わしい食品を製造し続けているのであろうか、答えは断 じて、Nolで ある。

農作物の栽特に使用される農案には種々な物があるが、作/2」に対する病官に殺菌剤、虫筈に殺虫

剤、農作業の省力化のための除草剤ほかがある。植物も動物と同様、目に見えない病原菌によって時

によっては病気に肥思するのである。病原菌には、細菌、かび、ウイルスとあり我々と何ら変わらな

いのであ り、植物も一 吐病気にかかって放置すればタヒにいたることもあり収種は望めない。品種改良

により、18Nl病性の作物を作出することも重要であり、これらの研究は精力的に行われているが、これ

とて万往ではないことはヒトと病気の関係をみればBjlらかである。病気の治療、予防にはある程度の

案 (この場合は農薬としての殺菌剤ほか)の 施用は必須である。同様に虫告については、特定の比虫

に対する天敵に使用あるいは虫を寄せつけないようにする工大などもあるが、殺虫剤の施用もまた必

須であ り、結果として、農作/7/Jの栽特に農葉がなければ収穫は多 くは望めないどころでなく大減収は

必こである。

肥料についても、化学肥料がなければ農業が成 り立たないのは明らかで、堆肥のような有機肥料を

与えた方が良いことが分かっていても、これを作 り施用する手間すらを惜 しむような現代農業に問題

がないとは言えない。農薬と化学肥料が無ければ、世界の食糧生産はたちまち現在の30%以 下に落ち
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込むという試算もあ り、大節i趣が発生し、餓死者が相次ぐ田がでることは必定である。

食品添加物についても全 く同様なことが言える。現代の生活 レベルは加 L食品の購入なしには維持

できない状況にある。食品が全て家庭で加 Lさね,る、あるいは家内 li米的に極近隣の地域で加I Tlされ

ていた持と違って、国内、また海外に販路を持つ li業的規模で生産される時代にあっては食品の品質

維持には必要最小限の食!ドr添加物の使用は不声r欠である。

その大半は品質保持のための酸化防Iti剤(水溶性物質に対してはビタミンC、 油溶性物質に対 して

ビタミンEの 同族体)と 腐敗防111のための技低限の保存料が大部分で、/211何に安/1・性を保つかに重点

がおかれてお り、これは農米′ti産における農業 (作物に残留すれば技終的に食品にもたらされるとい

う理由で)の 使用基準と同質の問題であり、1屯者とも安全性がどのように問われているかについて、

食ri!,添加物、その安全性の評価、最後に食品と発がん性の問題について紹介したい。

食品添加物とは

いずれの民族も歴史時代から、食品に鉱物性あるいは植物性の色素を加えて着色することが行われ

ている。わが[可でも江戸時代に、食11ドtの活色が鳩んに行われた。明治初期には線青 (酸化銅あるいは

水酸化銅)に よる食中毒が多発 した。また、外1可からアニリン色素が輸入され、これらも食品の着色

料として使jflされ始めた。この事態を重視 した当時の責任官庁である内務省は、明治11年 (1878)に

取締を通達 してお り、これは、食!ド1衛生に関する技初のものであった。その後も、多種の色素類の右

を、無1年を示す リス トを作成 して注意を喚起 した。明治33年 (1900)には、「飲食物共ノ他物品取締ニ

関スル法律 |が 定められ、この法律に基づいて、食辞1に添加される物質が取 り締まられることになっ

た。「有皆性着色料取締規只」J、「人工|1味質取締規則J、「飲食物防腐取締規則Jな どがあり、第 2次 大

戦中までは、十衛仕 上危告を生ずるおそれのあるものJを 列挙して、食品への添加を禁 111する。ネガ

ティブ リス ト方式であった。

大戦後、前記の規則は廃1liされ、昭和22年 (1947)「食ilド!衛生法Jが 厚生省によって制定され、昭不「

23年にはアメリカ、 ドイツなどに先がけ、安全性の確認された物質を持定して、持定 したもののみが

食,Tlへの添加が認められるという食r71添加物のポジティブリス ト方式を採用することになった。

つぎつぎと新物質が合成されるという時代とな り、かつての使用を禁11:すべき物質を指定するネガ

ティブリス ト方式では、時代にそ ぐわなくなったためである。当時、一般に使用されていた食Ii占添加

物の中から60品日が持定を受けた。 しかし、経験的に安全と考えられたものを取 り入れたものであ

り、動物実験によるデータなども不十分でありこのうち約 1/3は 現在は指定されていない。 こ れま

でに削除された食rギi添加物の一部を第 1表に示 した。昭和30年代に加工食品の食用色素の発がん性が

疑われたが、次に述べる食品添加7/」の安全性評価法が雑備されるにしたがって、疑わしき物質は逐次

リス トから削除されていったのである。

その後、昭和58年までに、新たに食rTF添加物として指定を受けたものは347品日となった。これらは

勿論以 ドに述べる安全性評価を受けたものであり、食品加工業者は決して危険な添加7/」を使用 してい

るのではない。今後も科学的根拠の基づいた見向し、改定が計lUlされている。

食品添加物の個々の説明は他言にゆず り定義のみを記す。「食品の製造の過程において、または、食

品の加工もしくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物をいう|
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第 1友  こ れまでに削除された食品添加物の一部

名■
旧 使 用 目 的 施行年月日 削除された理由

食用赤色 1

食用赤色 101移

ニ トロフラブーン

ニ トロフ リルアクリル酸ア ミド

食用赤色 4号

食用赤色 5号

食用だいだい色 1号

食用だいだい色 2移

食用黄色 1号

食用黄色 2号

食用黄色 3号

食用緑色 1号

食用緑色 1号 アル ミニウム レーキ

ズルチ ン

サイ クラ ミン酸ナ トリウム

サイクラ ミン酸 カルシウム

クマ リンおよびその誘導体

クロラ ミンB

クロラ ミンT

臭素化油

食用赤色 103号

硫酸銅

AF-2

着 色  料

殺 菌  料

′′

着 色  料

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

′′

甘 味  料

′′

′′

活 香 料 の

比重調整剤

活 色  料

′′

殺 菌  料

料

料

″

呑

菌

着

殺

1965.10

′′

1966. 1

′′

1967. 1

′′

′′

′′

′′

′′

′′

1

1967. 7.23

′′

1969. 1. 1

1969.11.10

′′

1971. 9  1

′′

′′

′′

′′

′′

1974. 9. 1

５

　

　

　

　

一ｂ

添加物として不適当,

発癌性
′′

′′

′′

添加物 として不適当

′′

′′

′′

′′

′′

′′

添加物として不適当,

発癌性
′′

添加物 として不適当

添加物 として不適当,

発癌性
′′

安全性に疑問ある

使用 されておらず将来 も

可能性がない

安全性のデータ不 1分

安全性に疑間ある

安全性のデータ不 十分

発癌性

2.食 品添加物の安全性評価

食品添加物のみならず化学薬品 (当然、農薬もこれに合まれる)の 毒性評価法には次のような方法

がある。

一般毒性試験

急性毒性試験、亜急性捧性試験、慢性毒性試験

特殊毒性試験

次lll代(催奇形性、繁殖性)試 験、発がん性試験、変異原性試験、代謝試験など

これらの試験を実施する場合、多数の動物を使用することから、一般には経済性や取扱いの子間な

どを考慮 してラットやマウスなどの小動物が使用される。また試料の投 チは添加物の場合、経口投与

で実施される。

(1)急 性毒性試験 Acute Toxicity Test

この試験は実験動物に試料を 1世iだけ l」えることによって現れる症状、中毒の推移、夕と亡数などを

調べ、これによって50%致 タヒ章 (Lcthal Dose,LD50)を求めることを日的とする。すなわち、LD50と
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は一
般に使)1」災険動物の|サ集IJの50%を 殺すのに必要な物質の最で、体 取 〕キログラムあた りのグラ

ムあるいは ミリグラムで表 さ加ブ、この数lriが小さいほどその物質の捧性は強いとい うことになる。な

お、氏薬Fキ!iや化学薬品のあ業、濠J薬、普通業あるいは,歩物、彦1物などの分類 も IフD50によっている。次

にその 1例を示 した (第 2友 、第 3友 )。

第 2友  繁 用される食iⅢI,添加/1//」の Lフr)50 (トト位 ig/地)

名Fi物 LD50 実験動物 ・投 字条件 添 加 | 1 的 使用水準の有無

市硝駿ナ トリウム

安忠呑酸

5 ' 一イノシン酸ナ トリウム

エ リソルビン酸

β一カロチン

L― グルタ ミン酸ナ トリウム

サ ッカ リンナ トリウム

ジフ ェニル

ジブチル ヒ ドロキ シ トル エ ン ( B H T )

食用赤色 2号

ショ糖脂肪酸エステル

ビタ ミンBl塩 酸塩

σ― フ ェエ ル フ ェ ノ ー ル

バ エ リン

L― リジン塩酸塩

0 22

2 . 0

12 0

5以 L

8以 L

12.9

17.5

3.5ハ∀5

2.4

1 0以上

5 以上

7 . 7

2 . 7

1 . 5

4

マ ウス ,維 「]

ウサギ ,緑 li

マ ウス,維 「1

マ ウス′維 「1

イ ヌ,経 11

油溶液 として

マ ウス,経 ロ

マ ウス,経 日

ラ ッ ト,経 口

マ ウス,経 ロ

マ ウス ,種針J

ラ ッ ト,経 ロ

マ ウスタ経 ll

ラ ッ ト,経 口

ラ ッ ト,経 口

マ ウス腹腔 内注射

発色剤

保存料

調味料

酸化防11剤

活色料

調味料

甘味料

防カビ剤

酸化防lL剤

着色料

字し化剤

栄差強化剤

防カビ剤

呑料

栄養強化剤

右

″

無

右

″

征
督

▼

″

″

征
併

右

″

征
小

第 3友  毒 性の強さの 目安

薄性の程度 LD50(ラ ット, 燕准口, mg/喚彗) ヒ ト推定致タビ量

極大

大

!ll

/Jヽ

極小

ほとんど無常

<1

1 ‐50

50-500

500-5,000

5,000-15,000

″>15,000

約50mg

茶 さ じ 1 パ イ

20-30g

200～300g

500g

5 0 0 g 以上

(2)亜 急性毒性試験 ShOrt Term or Subacute Toxicity Test

この試験の11的は、慢性捧性試験の予備実験として実施されるもので通常 1～ 3か月間試料を連続

投ケしてその影響を調べる。この期1苫1は一般に動物の寿命の約1/10の期間の投算であることから、

繰 り返 し実験ができるとい う利点がある。

(3)慢
.性

毒性試験  Long Term or Chronic Toxicity Test

通常 1か年以 上にわたって試料の種 々の濃度を投 チし、その影響を調べるもので、添加物の場合は

加 「食,Tlを通 じて毎 「1でも摂取 されることであ り、 この試験は特に重要である。その 11的は歳大無作

用壁 (Maximum No Effect Level)を推定することにある。

例えば感||で茉を飲んでも熱が 下がらないとい うことは、薬が効いていない、すなわち無作用 とい

うことで、 もう少 し柱を多 く飲んだら熱が ドがったとい うことは作用 した とい うことにな る。そ し

て、さらに多壁となれば中毒量や致死 星となる。
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無作サll llとの最大11と、すなわち肢大無作ナIJ性の1/100の安/1X率をみて人体 1 lJ挟取許容批 (Accepta

ble DaiけIntakc,AI)I)が算出される。このことはヒトと動物および1司人間の感受性の違いを考慮して

女令ネをみている,こ の1/100という数竹riはとくに科学的根拠があるわけではなく、動物とヒトのITl

の違いによるllk抗力のたを1/10、健康人とと人、|1石齢イ、 子供、妊床婦などの比1交的抵抗力の弱い人

とのケ▼:を11-'10と考え、その相乗による数11モということである。なお場合によっては1/200～1/500

という比率が採)|!されることもある。

ADIと はヒトがある物Fiを-11沈:にわたって摂り統けても認むべき危険ないし障il子がないと思わ

れる1111モとのことで、通常 mg/kg/day(kgはヒトの体I■)で 表示される。ADlは食ilrlに対する食iYI添

加i物の使ナlj 111や食Ⅲll,中の残留農来白1容社を決定する場合に重要な根拠となる1つの数値である。

供イr料、防ばい剤 (かび防111剤)の IフD50および ADIを第4麦に示す。FAO/WHOは 1司連食粧農

米機関 とIH連||十界保健機関の定めた数値である。

第 4友  各 保存料および防ばい剤の LD50お よび ADl

保存料の種類
使用動物 と

投 字 方 法
LD50

ADI

(FAO/WHO)

安忠本酸

安忠呑酸ナ トリウム

ラ ッ ト 経 口

ウサギ 経 口

ラ ッ ト 経 口

217g/陀

2.Og/kg

4.lg/kg

0～ 5曜/kg

ソルビン酸

ソルビン陵カリウム

ラ ッ ト 経 [ : 1

ラ ッ ト 経 「1

10.5g/kg

4.9g/kg
0～25嘔/kg

デヒドロ岡;陵

デヒドロ昨陵ナ トリウム

マ ウス 維 11

ラ ッ ト 経 11

ラ ッ ト 経 口

1.3g/kg

l.Og/kg

O.57g/kg

定未

パラオキシ安忠呑酸イソブチル

イソプロピル

エ チ  ル

プ チ ル

プ ロピル

ラッ ト 維 ||

ラ ッ ト 維 ||

マウス 維 li

マウス 経 E]

マウス 経 口

100g/kg以|

10.Og/陀以|

2 5g/kg

O.95g/kg

3.7g/整

0～10mg/kg

プロピオン陵 カルシウム

プロピオン陵ナ トリウム

マ ウス 経 口

マ ウス 経 「1

3.3g/始

5.lg/kg
特定せず

ジフ ェエル ラ ッ ト 経 「] 3.3g/kg 0～0.125mg/整

オル トフ ェニル フ ェ ノール ラ ッ ト 経 「1 2.7～3.Og/kg 0～ 1.Omg/地

チ アペ ンダ ブール マ ウス 維 1 1 3.6g/kg 0～0.05mg/陀

(4)催 奇形性試験及び繁殖試験 Teratogenecity,Reproduction Test

いずれ も次 |1性代に及ぼす影響を対象 としている。すなわち前子は妊lFk動物に ケえられた食,||!添加物

が胎児に とのような影響を及ぼすか、後者は繁殖能力に対する影響をそれぞれJ電べることが |1的であ

る。

(5)発 がん性及び変異原性 Carcinogenecity Test,Mutanogenecity Test

前 /1は実験動物の一/1iサi:にわたって試料を繰 り返 し投 与し、それによって生ず る距瘍の発生を調べ

ること、後者は試料の投 ケによって細胞に突然変果がおこるか どうか、すなわち誤 った遺伝 rが r係

に伝達 さ力る危険性を嗣べる試験で、いわゆる発がん物質の約80%が 変異原試験 (Ames Test,エ イ

ムスF式験)陽 性を示す とい う結果に基づいていることか ら (第 1図 )、発がん物質のふるいわけ、すな
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わちスクリーエングテス トとして利用されている。なおこの試験はネズ ミチフス菌 (サルモネラ属細

菌)の ような微生物が利用され 1週間程度で結果が得られる便利な方法である。多数の動物を殺さな

くてすむこと、時間のかかる動物実験の代わ りとして大幅な時間と経費の削減をもたらした。

水溶性アナ トー

チラム
エリツルビン酸ナトリウム
イミプラミン塩酸塩
ジクロロエテレン

フェナントレン
4-θ―トリルアゾ θ―トルイジン

Twccn60
プロゲステロン
チオ尿索
チオアセトアマイド

ウレタン
バルビタール
エチオナマイ ド
(カフェイン?)
ジエテルステルベステロール
無水マレイン酸
3-ヒドロキシアントラエル酸

第 1図 発 癌物質と Amesテ ス ト陽性物質および染色体異常試験陽性

物質との相関

以上がお性試験の概要であるが、これらの結果は絶対的なものではなく一つの目安ということであ

る。なぜならばこれらの実験でヒトで実施することはできず、実験動物で得 られた1蔑である。 し か

し、これらの試験を否定すれば極端な話、食品添加物は一切使用ですないことになる。

化学的に明確

な 試 験 物 質

縦韮試験/否
,メ

否

変異原性試験

十 :試験の結果障害ありと判定,一 :障害性を認めずと判定,認 :使用許可,否 :使

用不許可,既 知 :代謝物質既知,不 明 :代謝物質の毒性が不明.高 :現実の使用量が

多くなると考えられる,低 :現実の使用量が不明

第 2図  意 思決定に至 る過程

以 lその安/tr評価試験は安全評価システムとして構築されており、新規化学物質を食品添加物として

あるいは食品と関連 して使用 しようとするに際 して、その足非について事前評lNlする日的で実施する

染色体異常
試験(136)

発癌性物質
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諸試験の 子順を桂メlしたものである。第 2図 に示 した
｀
卜」断樹方式の採用によって、より適切に、より

すみやかに、よリイす効に、より納得のいく形で新化学物質の人類社会全体への貢献を図ることが期待

されているといえよう。

3.発 がんと食生活

現在、発がんのイ1拍1みについては分子レベルでの研究が進んでおり、細胞のがん化プロセスにはい

くつかのステップが考えられている。ヒトのがんについてその発生要因の80%が 体外から摂取される

化学物質によると|‐言われており、中でも食41活との関連が疫学的な調査から指摘されている。例えば

食塩の摂取が多い地域に胃がんの発生率が高いこと、アルコールの多主摂取で口「閃頭がんや食道がん

の リスクが高まることが報告されている。

エームス試験によって以前食品添加物として使用されていたAF-2が 変異原性活性を示すことか

ら、発がん性が疑われ、マウスヘの経[1投チによって前胃にがんをひきおこす ことが明らかになっ

た。梅々の物質の発がん性物質が明らかにされたが、がんの原因となる食物の寄 与率は Wynderら 、

あるいは Do上の報告では第 3図 ・右及び第 5麦 のように約35%と 最も大きく、ついで喫煙約30%と

なっている。

著名ながん病理学者黒木巷志夫教授の調査による、「がん科学者と主婦が考えている、がん発生閃

の違いJを 第 3図 に示 したが、 iを婦が食品添加物、農薬、タバコ、大気汚染などを主要ながん発生要

因と考えているのに、がん科学者は普通の食べもの、タバコ、ウイルスのllRに発生因と考えているの

と際立った違いをみせていることは、第 5友 の結果と合わせて興味深い。

食品が天然物か人 li物かで 十がん1に なるメカニズムに違いがある訳でなく、ヒトは皆 DNAの 中

に 「がん遺伝 r」を有してお り、平均寿命が戦後大幅に延びた結果、年をとるほどがんに艦 りやす く

なるのは当然と考えられるのである。

第 5表  が んの原因の寄 与常J合 (アメリカ合衆国における推定)

がんの原lkl
がんの原因の寄与割合 (%)

最良値 (許容範囲)

タバ コ

ア ル コ ー ル

食物

食ポ1添加物

性生ヤ舌

li殖関連ホルモン因子

職業

汚染

産米製品

医療!71・医療

地質 ・物理囚 r

感染

不明閃 r

30

3

35

< 1

1

- 6

4

2

< 5

1

3

107**

7

25-40

2ハV4

10-70

- 5 *～ 2

1

--12′ヽツ0

2-8

1-5

< 1～ 2

0.5～ 3

2～ 4

1～ 7

7

ィ牛予十 200以 上
**

ri::
*全

体として児ると防御因 rと しての作用。
ネ*未

知発がん囚 rの寄 ケ割合を加えた場合の推定値。
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水道水

おこげ

大気汚染

喫煙 (12%)

主婦は食品添加物,農業が主な原因と考えているのに対し,研究者は食事

とタバコを重要視している。

第 3図  が んの原因についてのi婦 (左)と がんの疫学者 (イ「)の 考え方

それでは、がん 予防のためにどのような配慮をすれば良いかについては、日立がんセンターの研究

者、河内申 ・杉村隆博 |:が挙げた 「がんを 予防するための 十三筒条Jを 参考にされることを願って終

りとする。

一――――――――――がんを予防するためのに 箇条 ―――――十一―――――

① 偏 食せず,バ ランスのとれた栄養  ②  塩 からいもの,熱 いものを摂 り過

ぎない。

ひどくこげた部分をた くさん摂 ら

ない。

カビの生えたものは食べない方が

よい。

過度に日光に当たらない。

過労をさける。

(病気に対する抵抗力を洛さない)

か らだを清潔に保つ。

参 考 資 料

(1)東 飯原労t昭、内山 充 :「食ITlの安全性評価 1 学 会出版センター (1983)

(2)7Ll村 遅 i i発がんJ 化 学同人  (1985)

(3)石 倉俊治 :「食品と安全性J 南 山堂  (1988)

(4)黒 木桂志大 :「新版がん細胞の誕生J 朝 |1新聞社  (1991)

(5)細 只裕太郎 ・松本昌雄 :「見向したい食の安全性J 女 子栄養大学出版部  (1994)

主婦が考える

がんの原因

食品添加物(44%)

その他

ウイル

を摂 る。

② 同 じ食||ギIを繰 り返 して食べない。  ③

(同じ薬の長期連用にも注意する)

③ 食 べ過ぎを避ける。        ③

④ 深 油をしない。

⑤ 喫 畑はひかえめに。        ①

⑥ 道 社のビタミンA,C,Eを 摂る。 ①

(適社の繊維質も大腸がん予防に

つながる)          ②

がんの疫学者が考える

がんの原因

喫煙( 3 0 % )
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